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 Ⅱ．上位計画等の位置づけ 

１．上位計画 
① 第六次伊達市総合計画（平成 21 年３月策定：平成 30 年まで） 

第六次伊達市総合計画は、平成 18 年 3 月に大滝村と合併したことから、新しい伊達市のまち

づくりを明らかにするために策定したものです。 

今後予想される全国的な人口減少傾向は、経済活動の地域間格差を－層拡大しかねず、税収や

地方交付税が落ち込むなど財政面でも大きな影響が心配されます。また一方では、地方分権の進

展により地方自治体の体力強化も求められています。第六次伊達市総合計画では、このことを念

頭に置き、基本計画に重点政策を盛り込んでいます。 

■将来像 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然を育み　未来に向かって挑戦する　人にやさしいまち

■重点政策
●「食」・・・・・・食のブランド化を進め、総合的な産業・文化を創造する
●「教育」・・・・・地域特性を活かした教育を進める
●「生きがい」・・・健康で社会に参加する喜びと生きがいを支える
●「環境」・・・・・環境保全の活動により新たな雇用を創出する

■分野別政策

●産　業・・・基幹産業である第一産業の一層の進行を図り、第二次、第三次産業などとの産業連
　　　　　　　携を進めます。特に「食」をテーマとする政策を推し進めることにより、産業全体
　　　　　　　の活性化を図ります。

●福祉・市民生活
　　　　・・・健康で安心できる暮らしを送るため、保健、福祉など、地域福祉と地域医療の充実
　　　　　　　に努めます。また、防犯や交通安全、消防・救急体制の充実を図り、安全で安心し
　　　　　　　て暮らすことのできる環境づくりに努めます。

●教育・生涯学習
　　　　・・・家庭と学校そして地域が連携して、伊達市の特色ある教育資源を活用した取組を進
　　　　　　　めることにより、人間性豊かな人材を育成するよう努めます。また、市民が生涯を
　　　　　　　通じて充実した生活を送ることができるよう、歴史・文化など伊達らしい特色を活
　　　　　　　かしたまちづくりを進めます。
　
●都市基盤・生活環境
　　　　・・・伊達市の自然資源などを有効に活用するため、総合的、計画的に土地利用を進めま
　　　　　　　す。また、伊達市の都市基盤と生活環境の整備水準を一層向上するとともに、農業
　　　　　　　や定住環境を支えてきた温暖な気候条件をもたらす自然環境や地球環境を保全し、
　　　　　　　都市の魅力を高めます。

●自　治・・・市民参加条例の理念を活かし、市民と行政がそれぞれの役割と機能を分担しながら
　　　　　　　、地域のさまざまな課題に取り組むことができる協働のまちづくりを進めます。
　　　　　　　また、積極的かつわかりやすい情報提供に努め、行政事務の透明性・信頼性を高め
　　　　　　　ます。
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■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　自治

分
　
野

　
別
　
政
　

策

　産業

　福祉・
　市民生活

　教育・
　生涯学習

　都市基盤
　生活環境

地域産業の中軸を担う農業環境の整備

健全な林業の振興
安定した漁業の確率
生活者のニーズに応える商業
活力ある工業・地場産業の振興
地域特性を活かした魅力ある観光基盤の形成

市民とともに進める健康の保持増進
地域福祉の推進
児童・ひとり親家庭の福祉の充実
障害者の自立と社会参加

生活自立への福祉
高齢者福祉の充実
介護保険制度の円滑な運営
勤労者生活の安定と向上

消費生活の安定と向上
コミュニティ活動の充実
安心・安全に暮らせる消防・救急体制の強化
安全な暮らしの確保
防災体制の充実と地域防災力の向上

豊かな心を育む幼児教育の推進
生きる力を育み、自身と活力にみちた教育の実現
社会の変化に応じた高等学校教育の促進
青少年のふるさと意識を育て、社会に参画できる環境づくりの推進

主体的な地域活動を推進するためのひとづくり・地域づくり
男女共同参画社会の推進

芸術・文化の人材育成と環境整備
歴史・文化を活かしたまちづくり

個性あふれ、潤いのある地域文化の創造

スポーツ・レクリエーション活動の振興
心ふれあう国際・地域間交流の推進

土地の有効利用

公共交通機関等の整備
道路網の充実

住宅・住環境の整備
安定給水の確保と効率的な事業運営
適切な生活排水処理の推進

治水・海岸保全対策の推進
公園・緑地の整備

住環境の整備
地球環境の保全

情報通信網環境の充実

参加と協働のまちづくり
効率的な行政執行

　
食

　
教
育

　
生
き
が
い

　
環
境

重　点　政　策
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分野別政策及び地区別まちづくり目標の中で、当該地区に係わる内容は、下記の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■当該地区に係わる政策

■生活者のニーズに応える商業【0104】
●施策の目標
　　都市機能の集積や市民・消費者ニーズに対応した「暮らしやすい中心市街地」を創出するため、
　　都市基盤の整備と共に住環境と住民満足度を高める生活支援サービス等を一体で提供する「ま
　　ちなか居住」を展開する一方、商業機能を維持強化する活性化事業を促進します。

●中心市街地の活性化（基本事業010401）
　　伊達駅前商店街近代化整備事業、ライフモビリティ連携やタウンモビリティを包含する生活支
　　援サービス事業、空き店舗活用事業などによる商業等の活性化事業を促進します。

■住宅・住環境の整備【0404】
●施策の目標
　　高齢社会に対応した安全で便利でな公営住宅の建設と計画的な営繕・補修・改善を行うととも
　　に、良質な宅地の提供や住宅耐震化の促進に努め、安全で利便性の高い良好な住環境の整備を
　　進めます。

●公的住宅の整備（基本事業040401）
　　高齢社会に対応した安全・便利で良質な公的住宅の提供を図ることを目的として、計画的な建
　　替えを進めるとともに、補修など適正な維持管理を進めます。また、公営住宅の道路、公園、
　　駐車場など関連施設の整備を進め、良好な住環境づくりに努めます。

●安心ハウスの整備（基本事業040405）
　　ひとり暮らしの高齢者が増える中、安心・安全に住むことができる生活サポート付き賃貸マン
　　ションを提供し、高齢者の「まちなか居住」を進め、良質な住環境での快適な暮らしを確保し
　　ます。

■地区別まちづくり目標【市街地区】
●将来像・・・・・人、自然、みちがつながり、にぎわいのあるまち

●福祉・生活
・災害時の避難場所として機能と地域のさまざまな交流の場として利用できる拠点施設の整備が必
　要です。
・高齢化が顕著なため、介護支援など地域福祉の充実が必要です。

●産業・観光
・石蔵などの歴史的資源を活かしたイベントの実施などにより、商業の活性化を図る必要がありま
　す。
・駅前地区の整備など、個店の魅力と各商店街間の協力体制を高め、広いゾーンの中でまちづくり
　を進める必要があります。
・漁業の活性化と後継者の育成を図るとともに、近年整備された伊達漁港や交流広場を伊達の海産
　物提供の拠点として、また市民の交流や憩いの場として活用する取組を広げていく必要がありま
　す。

●自然環境・住環境
・河川敷の有効利用や、自然に配慮した親水性豊かな気門別川の整備が必要です。
・減少する市街地区の緑を増やし、快適な環境を生み出すための公園緑地の整備が必要です。

●道路・交通
・住民の不安解消を図るため、西浜町と山下町とのスムーズなアクセスが必要です。
・高齢者が割合が高い地域として、バリアフリー化など歩行者の安全性を高める道路の整備が必要
　です
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２．関連計画 
① 伊達市都市計画マスタープラン（平成 16 年 4 月策定） 

■将来像と目標 
計 画 目 標 年 次 おおむね 20 年（計画期間：平成 16～35 年）後を目標とする。 

将 来 像 豊かな自然、歴史・文化が薫り、魅力ある活気みなぎるまち 

まちづくりの目標 

◆豊かな自然と調和した生活空間づくり 
 都市を取り囲む豊かな自然環境が保たれ、自然との調和と共生を図り

ながら、計画的な土地利用を進め、生活に身近な緑空間と融合できる、

生活空間づくりをめざします。 
◆都市環境の整った都市空間づくり 
  機能的で快適に生活できる都市基盤を整備するとともに、ゆとり、潤

い、豊かさを追求した生活環境を提供できる都市空間づくりをめざしま

す。 
◆地域特性を生かした個性あるまちづくり 
  史跡、遺跡など歴史・文化を大切にしながら、新たな市民文化との融

合を図ります。また、地域の特性を生かしながら、魅力と個性のあるま

ちづくりをめざします。 
◆安全で安心して暮らせるまちづくり 
  避難道路などの交通ネットワークの信頼性を高めつつ、防災機能の充

実を図り、災害などに強いまちづくりをめざします。また、高齢者、障

がい者が安全で安心して暮らせるまちづくりをめざします。 
◆人と人とがふれあうまちづくり 
  市民と行政が一緒に考え、行動できるしくみづくりを進め、人と人と

がふれあうまちづくりをめざします。 
 

■市街地区のまちづくり方針 

土 地 利 用 

・JR 伊達紋別駅前から網代町、鹿島町地区などは、西胆振圏の中心商業

地として、大きな役割を担う地域であることから、「中心市街地活性化

基本計画」に基づく、商業地区として計画的な整備を図ります。 

・既成住宅地の密集度が高い地域については、道路の整備にあわせて、良

好な住環境の確保に努めます。 

・市街化区域内の農地や未利用地については、計画的な宅地化を促進し、

土地の有効活用に努めます。 

・JR 伊達紋別駅周辺の石蔵などの歴史的建造物については、特色あるま

ちづくりや観光資源としての活用を進めます。また、サイクリングロー

ドや長流川の自然を活用し、市民が集い憩る広域的なスポーツやレクリ

エーションの場としての充実を図ります。 

 
 
 

都 市 施 設 
 
 

・JR 伊達紋別駅の改築を促進し、西浜地区との連絡路の整備を進めます。

また、バスやタクシーなどの交通のターミナル化など、交通結節点とし

ての利便性の向上に努めます。 

・道道南黄金長和線や伊達紋別停車場線の整備促進と、これに連動する都

市計画道路停車場通や南大通の整備を推進します。 

・産業道路や避難道路としての役割を担う都市計画道路西浜通と末永梅本
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都 市 施 設 

通を結ぶ路線の整備促進に努めます。 

・駅前 1 号線などの地域内を結ぶ生活道路の整備や、気門別川改修に伴

う道路の再編を図ります。 

・既設公園の維持管理の充実を図るとともに、身近な街区公園などの整備

に努めます。 

・2 級河川気門別川改修事業の早期完成を促進するとともに、親水性や景

観などに配慮した河川整備を進めます。また、市街地中心部を流れる普

通河川紋別川の水質改善や維持管理に努めます。 

・市街化区域以外においては、生活排水処理基本計画に基づき、合併処理

浄化槽の計画的な普及促進に努めるとともに、関連施設の整備を進めな

がら、生活環境の改善を図ります。 

・伊達漁港の整備にあわせ、プレジャーボートの保管場所や観光基地とし

ての、フイッシャリーナ、釣り桟橋、漁港交流広場の施設整備を促進し

ます。 

都 市 環 境 
・ 景 観 の 形 成 

・地区内の緑地を保全していくとともに、公共施設敷地や道路沿道などの

緑化の推進を図ります。 

・2 級河川気門別川沿いの「桜並木」の保存活用や植樹を促進し、水と緑

のネットワークの形成や市民の緑化意識の高揚に努めます。 

・2 級河川気門別川を利用し、散策路や「桜並木」の整備など、河川景観

の形成に努めます。 

・景観として優れている場所を景観ポイントとして、街角広場の整備に努

めます。 
■市街地区整備方針図 
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② 伊達市中心市街地活性化基本計画（平成 14 年 3 月策定） 

●中心市街地活性化のための基本方針 

 
 
■基本方針（理念）の考え方 

 伊達市の中心市街地活性化のためには、前掲の現況、中心市街地の課題などを踏まえ、市街地の

整備改善と商業等の活性化を車の両輪として、各種事業を一体的に推進することが重要である。そ

のため、市街地の整備改善の実現には、人が住み、育ち、働き、交流する生活空間としての視点で、

まちの再構築を図る必要がある。 
また、中心市街地の商業集積が商業機能に加えて地域コミュニティの場としての機能を有してい

ることに着目し、市民のライフスタイルの変化やニーズの多様化に対応した活気あふれる商店街を

甦らせることがまちづくりの大きな課題となっている。 
これらのことから、基本方針（理念）を戦国時代の都市・商業政策である「楽市・楽座」をイメ

ージし、「新時代の楽市楽座のまち」と定めることとした。 
幸い、伊達市の中心市街地では、伊達物語回廊を統一テーマとして地域の歴史性を表現したまち

づくりを進めてきているところから、この取り組みを更に発展させ、地域住民や観光客等の来訪者、

子供達から高齢者まで、立場・世代を越えて人々が生きいきと交流し、活躍する場づくりと仕組み

づくりを推進するものである。 
■中心市街地活性化事業位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔基本方針（理念）〕　　　　　「新時代の楽市・楽座のまち」
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③ 伊達駅前地区近代化計画策定事業報告書（平成 16 年３月：伊達駅前商店街振興組合） 

■平成 16 年コンセンサス形成 

●都　市　基　盤

●街づくり民活事業

●コミュニティビジネスの開発

○錦大通整備事業

○停車場通整備事業

○紋別駅前広場整備事業

○自由通路整備事業

○新橋架け替え事業

○伊達駅前地区まちなか居住促進事業
　　　　　　　　　　　　　　　　（再開発事業）

○伊達駅前地区景観形成事業

○伊達駅前地区集客拠点整備事業

○コミュニティビジネスの開発・展開

伊
達
駅
前
商
店
街

合
意
形
成

 

 
■次年度以降策定及び合意形成作業 
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④ 最近の駅前地区における「住みよいまちづくり」の検討 
  「平成 19 年度伊達市中心市街地活性化事業調査業務報告書」のなかでは、「伊達市中心市街地活

性化基本計画（平成 14 年 3 月策定）」の事業調査を行い、現状の把握と反省から今後の目指すべき

方向性を検討しています。特に駅前エリアの事業の遅れが指摘されており、今後の駅前地区の整備

の方向性が位置づけられています。 
■全体計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●課題の整理 
駅前地区の賑わいの減少が顕著 
まちなか居住に対する対応が明確ではない 
高齢化対応事業や地域コミュニティ創造手法と、商業地区の関わりに対
する方針が明確ではない。 

全体計画 ― 目指す方向性 

『商店街区をステージにした地域コミュニティの創造』 
 顔の見える商店街『“いつもの店”づくり』 
 用事がなくても立ち寄る交流ポイントの創出『いつもの散歩道』 
 地域防災意識・福祉社会意識『見守り商店街』 
構成員の特性に加え、商店街近代化整備事業などの既存事業によって、商店街区の色分け・性格

が明確になっている。 
そこで、これらの特性を活かし、また基盤整備の遅れていた駅前地区に新たに「居住系施設」の地

区拠点を設け、まちなか居住の促進を図り、生活支援型商業の育成に取り組む。 
購買行動や立ち寄りを促進する消費者予備軍との接点の創出をもたらすため、既存事業のレベル

アップや参加団体の拡大・連携を主体に検討する。 

まちなか居住×商業による販売額 UP 

 
 生活支援型商店街への意識醸成・体質改

善 
 高齢者等対応型集合住宅などの民間投

資を促進 
 交流・回遊機能の整備 

賑わい回遊を促進する地区整備 

 
重点整備地区：駅前地区 
 
【整備の方向性の考え方】 
高齢者等対応マンションを核とした「居住と

交流」ゾーン 

取り組むべき新たな課題 

 
 事業手法の確立 
 事業担い手の育成、世代交代・交流 
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■ 駅前地区の計画検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前地区ゾーニング 

 
 居住人口を増加させるため、公的住宅の導入、民間投資の誘導を図る 

「公営住宅の整備」「高齢者対応住宅の整備」の推進 
 交流機能を高め、商業店舗の再編を図ることにより生活者重視の地区を推進 

「交流ホール機能」の充実、「生活支援型商店街」の実現 
 
 
 

複合商業ゾーン（Ａ地区） 

 
 商業店舗の再編 
 権利者等住宅、公的住宅の設置 

駅前交流ゾーン（Ｂ地区） 

 
 サークル活動拠点の整備 
 観光案内所及びレンタサイクル等の拠点 
 駐車場の整備 

沿道商業ゾーン（道道沿道地区） 

 
 商業店舗の再編 
 歩道環境の整備 
 まちなみ環境整備 

駅前ゾーン（駅前広場ゾーン） 

 
 駅前広場の整備、連絡通路の整備 
 バス、タクシー等のウエルカム機能整備 

生活支援型商店街 

 
 居住人口の増加、住民交流の促進、商業再編を図ることにより生活

者に密着した商店街活動を目指す 
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駅前地区では「公営住宅の整備」、「高齢者対応住宅の整備」、「生活支援型商店街」の整備事業化

に向けて、さらに検討を行っています。 

 ■駅前地区のゾーニング図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


